
          

          

          

          

          

          

 

 

 

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保のため、道路に面した

倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去工事費の一部を助成します。 

 

  

市内にある道路に面する、高さ１ｍ以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積

造による塀で、市職員による調査の結果、危険であると判定されたもの 

 

次の①、②のうち低い額（上限額は１２万円） 

①対象工事費の１／２ 

②撤去するブロック塀等の長さ（ｍ）×１万円×１／２ 

 

対象となるブロック塀等の所有者又は相続関係者等 

 

・補助要件等の確認を行うため、申請前に市との協議をお願いします。 

 

【その他・注意事項】 

・補助金交付決定前に契約・工事着手している場合は、対象となりません。 

・予算額に達した場合は、その時点で補助金の交付申請の受付を終了します。 

・同一敷地につき、１回限りの交付となります。 

・ブロック塀等の撤去後に新たに塀を築造する場合は、建築基準法その他関係法令に適合させるとともに、適切に

維持管理を行って下さい。 

 

申請先（お問合せ先） 

久留米市 都市建設部 建築指導課（計画啓発チーム） 

〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３（本庁舎１３階） 

TEL： ０９４２－３０－９２４１ 

FAX： ０９４２－３０－９７４３ 

ホームページ：http://www.city.kurume.fukuoka.jp/  
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 久留米市危険ブロック塀等撤去費補助金 交付手続きフロー  

※１規則…久留米市補助金等交付規則 

※２要綱…久留米市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 

申 請 者  久 留 米 市 

● 事前協議（調査申込）   

  ● 現地調査・危険度判定 

  危険度判定結果通知書 

● 交付申請   

添付書類 ① 補助金交付申請書（規則※１第１号様式） 

② 実施計画書（要綱※２第１号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 位置図 

 ④ 工事の概要がわかる図面（構造、長さ、高さ、撤去範囲） 

 ⑤ 現況写真 

 ⑥ 工事見積書の写し（金額の内訳及び補助対象内外がわかるもの） 

 ⑦ 建物の登記事項証明書の写し 

⑧ 誓約書（要綱※２第２号様式） 

⑨ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

   

● 交付決定 

 補助金交付決定通知書 

● ブロック塀等撤去 

工事請負契約 

  

         

● 工事完了  

  

● 完了実績報告   

添付書類 ① 完了実績報告書（規則※１第１０号様式） 

② 実施報告書（要綱※２第３号様式） 

 

  

 ③ 工事の契約を明らかにする書類の写し（請負契約書、注文書、請書等）  

 ④ 請求書又は領収書の写し  

 ⑤ 工事写真（施工前及び施工後の工事箇所がそれぞれ分かるもの） 

⑥ 軽微な変更の内容が分かる書類（承認が不要な軽微な変更の場合に限る） 

⑦ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

   

● 補助金額の確定 

● 補助金交付請求書   

  ● 補助金の交付 

口座振込 


